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横浜地方・簡易裁判所庁舎等の一部において、有償（価格競争）による使用許可を受け、

自動販売機（清涼飲料水及び軽食）の設置により販売する方を募集します。応募しようと

する方は、下記の要領により企画提案書を提出してください。 

記 

１ 件名 

横浜地方・簡易裁判所庁舎等の一部における使用許可（自動販売機（清涼飲料水及び

軽食））の相手方の選定 

２ 募集の趣旨 

横浜地方・簡易裁判所庁舎等の一部において自動販売機（清涼飲料水及び軽食）の設

置により販売させる前提で使用許可（有償（価格競争））をするに当たって、使用許可

を受けようとする者（法人、個人を問わない。）を広く募集し、提出された企画提案書

により使用許可をする相手方を選定することを目的とするものである。 

３ 使用許可をする場所 

 ⑴ 横浜市中区日本大通９番地 横浜地方裁判所横浜簡易裁判所庁舎 地下１階、１階、

２階、８階及び１１階９．６９㎡ 

 ⑵ 川崎市川崎区富士見１丁目１番３号 横浜地方裁判所川崎支部川崎簡易裁判所庁舎

 １階１．８６㎡ 

 ⑶ 相模原市中央区富士見６丁目１０番１号 横浜地方裁判所相模原支部相模原簡易裁

判所庁舎 １階１．８６㎡ 

 ⑷ 横須賀市新港町１番地９ 横浜地方裁判所横須賀支部横須賀簡易裁判所庁舎 １階

 ２．４３㎡ 

 ⑸ 小田原市本町１丁目７番９号 横浜地方裁判所小田原支部小田原簡易裁判所庁舎 

１階１．８６㎡ 

 ⑹ 横浜市神奈川区西神奈川１丁目１１番１号 神奈川簡易裁判所庁舎 １階１．６５

㎡ 

 ⑺ 横浜市保土ケ谷区岡沢町２３９ 保土ケ谷簡易裁判所庁舎 １階３．０６㎡ 

 ⑻ 鎌倉市由比ガ浜２丁目２３番２２号 鎌倉簡易裁判所庁舎 １階１．６１㎡ 

 ⑼ 藤沢市朝日町１番地８ 藤沢簡易裁判所庁舎 １階１．６５㎡ 

 ⑽ 平塚市見附町４３番９ 平塚簡易裁判所庁舎 １階１．５５㎡ 

 ⑾ 厚木市寿町３丁目５番３号 厚木簡易裁判所庁舎 １階１．７０㎡ 



    詳細は企画提案募集要領を参照のこと 

４ 使用許可の条件内容 

  使用許可を受けた者は、３において、自らが提出した企画提案書の内容に従い、自動

販売機（清涼飲料水及び軽食）を設置し販売する。なお、３⑴１階、⑵、⑷、⑸及び

⑺については清涼飲料水及び軽食を販売し、その他については清涼飲料水を販売す

る。 

また、自動販売機横には清涼飲料水用（ビン、缶、ペットボトル等）の分別ゴミ箱を

設置し、同ゴミ箱に投入されたゴミは回収しなければならない。なお、軽食用のゴミ箱

の設置は求めない。 

  詳細は企画提案募集要領を参照のこと 

５ 企画提案書の作成及び提出に係る事項 

 ⑴ 企画提案募集要領の交付 

  ア 交付期間 

    令和７年１１月１２日（水）から同年１１月２５日（火）まで（ただし、裁判所

の休日に関する法律（昭和６３年法律第９３号）第１条に規定する裁判所の休日

（以下「休日」という。）を除く。）の午前９時００分から午後４時３０分まで

（ただし、午後零時１５分から午後１時までを除く。） 

  イ 交付場所 

     横浜地方裁判所事務局経理課管理係 （担当：唐木、和田） 

    横浜市中区日本大通９番地 電話  ０４５（６６４）８７８５ 

ＦＡＸ ０４５（６８１）３９３１ 

E-mail  Karaki.Nodoka016@courts.go.jp 

(CC: Wada.Takashi010@courts.go.jp) 

  ウ  交付方法 

    交付場所において無料で交付する。 

電子メールによる電子交付を希望する場合は、担当者の名刺画像を添付の上、電

子メールにて申し出る。また、電子メールを送信した旨を担当者宛に電話し、メー

ルの送受信が支障なく行われたことを確認する。 

書面の郵送を希望する場合は、担当者宛に電話連絡にて申し出る。 

    なお、いずれの請求方法においても、名刺を提出する等の方法で請求者の連絡先

等（請求者氏名、法人の名称、住所、電話番号等）を明らかにして請求する。 

 ⑵ 企画提案書の提出方法等 

  ア 提出期間 

    令和７年１２月１５日（月）から同年１２月２６日（金）まで（休日を除く。）

の午前９時００分から午後４時３０分まで（ただし、午後零時１５分から午後１

時までを除く。郵送又は電子メール送信の場合も期間内必着とする。） 

  イ 提出先 

     ５⑴イと同じ 



  ウ 提出方法 

提出先へ持参、郵送又は電子メールを送信する方法のみ受け付ける。 

なお、郵送の場合は担当者宛に電話連絡の上、封筒に「企画提案書在中」と朱書

きし、配達証明又は書留郵便によって郵送する。 

電子メールを送信する方法により提出する場合は、電子メールにＰＤＦファイル

形式の企画提案書及び添付資料一式を添付する。また、電子メールを送信した旨を

担当者宛に電話し、メールの送受信が支障なく行われたことを確認する。 

    エ  提出部数（持参又は郵送の場合） 正本１部 副本４部 

６ 質問及び回答 

⑴ 本件の応募又は企画提案書の作成、提出に関する質問は、次の提出期限までに、

５⑴イにＰＤＦファイルを電子メールで送信し、問い合わせる。（書面の持参、郵

送又はファクシミリ送信可。なお、郵送又はファクシミリ送信の場合には、その旨

を担当者宛電話連絡すること。） 

  ただし、手続及び企画提案書の形式についての質問は、５⑴イに電話で問い合わ

せても差し支えない。 

 ア 質問書の様式 指定なし。ただし、持参、郵送又はファクシミリ送信の場合に 

は、日本工業規格Ａ列４番の用紙を用いる。 

イ 提出期限   令和７年１１月２８日（金）午後３時まで 

ウ 提出先    ５⑴イ 

⑵ 回答書は、次の送信日時に本企画提案募集要領を受領した者全員に電子メールに

より一斉送信する。 

送信日時  令和７年１２月１２日（金）午後３時 

７ 使用許可をする相手方を選定するための手順 

 ⑴ 応募者の参加資格として、次に掲げる要件を満たすこと。 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、 

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではない

こと。 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

者ではないこと。 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者ではないこと。 



  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で

はないこと。 

  カ 暴力団又は暴力団員及びイからオまでに定める者の依頼を受けて公募に参加しよ

うとする者でないこと。 

 ⑵ 応募者は⑴の要件を満たすこと及び将来的に当該要件に反することはない旨を誓約

し、使用許可後に誓約が虚偽であることが判明し、又は⑴の要件に反することとなっ

た場合、当該使用許可の取消をされても異議を申し立てない旨を明記した誓約書を提

出すること。 

 ⑶ 提出した企画提案書が次の一つに該当する応募者は欠格とする。 

  ア 提出先、提出期限又は提出方法が前記５⑵に適合しないとき。 

  イ 企画提案募集要領に指定する作成様式又は記載事項の留意事項に適合しないと

き。 

  ウ 虚偽の内容が記載されているとき。 

 ⑷ ⑴及び⑶で欠格とされなかった応募者から提出された企画提案書について、企画提

案募集要領で定めた要件を全て満たした内容となっているかを審査し、全て要件を

満たしていると認められた応募者のうち、国有財産使用料の提案が、横浜地方裁判

所が定める各場所の使用料の最低価格の１１０分の１００の制限以上で、その合計

金額の最も高い者を相手方として選定するが、使用料は、提案書に記載された金額

（各場所ごとの金額）に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額の合計額に

なるため、応募者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった国有財産使用料の１１０分の１００に相当する金額（内訳）とその

合計額を提案書に記入すること。 

   なお、最高価格の提案を行った者が複数存在する場合には、最高価格の提案を行っ

た者でくじ引きを実施し相手方を選定する。おって、いずれの提案金額も横浜地方

裁判所が定める使用料の最低価格の１１０分の１００の制限に達しない場合（全て

の場所で制限以上の金額であることが必要（以下同じ））は、使用料の金額につい

て、企画提案募集要領で定める全ての要件を満たしていると認められた応募者全て

から、再提案を受けることとするが、再提案の締め切りについては、該当者に対

し、横浜地方裁判所から別途連絡する。 

⑸ 再提案によっても横浜地方裁判所が定める使用料の最低価格の１１０分の１００の

制限に達しない場合、最も高額な提案をした者から順に横浜地方裁判所が定める各場

所の使用料の最低価格の１１０分の１００の制限以上で国有財産使用料の提示可能で

あるかの交渉を行う。 

⑹ ⑸の手続によっても横浜地方裁判所が定める使用料の最低価格の１１０分の１００

の制限に達しない場合は本件公募手続を打ち切る。 

  詳細は企画提案募集要領を参照のこと 

８ その他 

⑴ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及



び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

⑵ 提出された企画提案書は返却しない。 

 ⑶ 企画提案書等の作成、提出及び本件に応募することに関わる費用は、すべて応募者

の負担とする。 

 ⑷ 提出された企画提案書の内容を確認するため、必要に応じて個別にヒアリングを実

施することがある。 

 


